
PDFで提出してください 

 

 

 

松下幸之助記念志財団 研究助成 

 研究報告       （MS Word） 

【氏名】奥田 弦希 

 

【所属】（助成決定時）東京大学大学院人文社会系研究科博士課程 

 

【研究題目】二重制期ハプスブルク帝国のムスリム及び対ムスリム政策：ムスリム住民の法的地位をめぐるオ

スマン帝国との関係を中心に 

 

 

【研究の目的】（４００字程度） 

本研究の目的は、1908 年のボスニア併合から 1918 年の帝国崩壊に至るまでのハプスブルク帝国におけるム

スリムに対する政策の形成過程・変化を、帝国内外の諸アクターの交渉・合意形成過程を踏まえて解明するこ

とである。併合以降帝国両半部に移住するムスリム住民が増加したことにより、ムスリム住民の法的地位を明

確なかたちで規定し、彼らを帝国に包摂していくことが課題となった。こうしたなかで 1912 年イスラーム法

が成立し、帝国のオーストリア半部においてムスリムの信仰を保護することが法で定められた。しかし先行研

究では主にムスリム住民の大多数が居住するボスニアのみが対象地域とされてきたことから、同法の成立に至

る多方向的な合意形成過程は未だ解明されていない。同法が 2015 年の改正を経て現在のオーストリアでも有

効であることからもわかるように、帝国最後の 10 年間に形成されたムスリム住民の法的地位は、帝国崩壊を

乗り越えて今日まで長くその影響を残すこととなったことから、本研究の解明点は現代におけるムスリム住民

に対する政策や多宗教・多文化の共生に関する課題にも示唆を与えうると考えている。 

 

【研究の内容・方法】（８００字程度） 

 1908 年のボスニア併合以降のハプスブルク帝国のムスリム住民の法的地位に影響を及ぼした帝国内外の諸

アクターのうち、本研究では研究遂行上の理由から当初の研究計画を縮小し、ウィーンとイスタンブールに限

定して史料調査を行い、特にオスマン帝国との関係に焦点を絞って分析を進めた。 

ウィーンではオーストリア国家文書館で史料調査を実施した。具体的には、1912 年のイスラーム法制定過程

に関する公文書史料、とりわけ法案作成に先立つ予備討議段階の文書群を詳細に検討した。さらに今回の調査

で、文書群 HHStA SB Möhring, Rubina を閲覧できたことは特筆すべき成果であった。同文書群は、40 年以上

前に 20 世紀初頭のハプスブルク・オスマン両帝国の外交関係に関する博士論文を執筆した研究者が、イスタ

ンブール及びアンカラの文書館から収集した史料のコピーを寄贈したものである。同文書群には現在では散逸

したオスマン側の外交文書も含まれている可能性があり、両帝国間の外交関係を多角的に把握する上できわめ

て有用である。 

イスタンブールでは首相府オスマン文書館で史料調査を行った。同文書館では史料保護の観点から、ほぼす

べての史料が電子データ化され、備え付けの PC 上でのみ閲覧可能な形式となっていた。そのため史料群全体

の把握や網羅的な探索には困難を伴った。また、備え付け PC の動作不良によって調査が思うように進まない

状況にも直面した。しかしそのような制約の中においても、オスマン帝国側の外交文書やウィーンのオスマン

大使館が作成した公文書および報告書の調査を行い、一定の成果を得ることができた。特にオスマン側が収集

したウィーンで刊行された新聞や定期刊行物史料の切り抜きとそれに付された解題からは、オスマン帝国がボ

スニア情勢を中心にハプスブルク帝国との関係をどのように認識していたのかを示す重要な手がかりが得ら

れた。 

以上のように、ウィーンとイスタンブールにおける史料調査を通じて、ハプスブルク帝国がムスリム住民に

対する政策を形成する過程での関係各省間の討議内容を示す公文書、関連する定期刊行物史料、およびオスマ

ン帝国の外交文書を収集できたことは、大きな成果だと考えている。 
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【結論・考察】（４００字程度） 

本研究課題では、ウィーンでの現地調査で入手した資史料、ならびにイスタンブールの首相府オスマン文書

館で入手した史料の分析を進めた。特に文書館調査で独自に発見した 1912 年イスラーム法の予備討議の議事

録や同法の草案 A・B・C の分析を進め、1912 年イスラーム法の成立過程を予備討議段階に遡って精査した。ま

た史料調査で得られた外交文書からは、ハプスブルク帝国がオスマン帝国との外交関係に規定されながら新し

く統治下に組み込まれたムスリム住民の統合をいかに試みたか、そしてどのようにムスリム住民との間で妥協

と合意形成が行われたのかを多角的に検討する上で新たな展望が得られると考えている。本研究課題を通じて

ハプスブルク帝国のムスリム住民に対する政策の一側面を、1912 年イスラーム法の法案作成過程の分析、さら

にはカトリックにもとづくオーストリアの既存の法制度やオスマン帝国との外交関係をはじめとする国際関

係など多様な要素と関連させつつ解明できたと考えている。 


